
四日市市告示第３７７号 

四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金（介護保険サービス事業所等）交付要綱

を次のように定める。 

令和８年５月１１日 

四日市市長  森  智 広  

 

四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金（介護保険サービス事業所等）交付要綱 

 

（通則） 

第１条 この要綱は、介護保険サービス事業所等に対し、四日市市令和７年度物価高騰

対策緊急支援金（以下「支援金」という。）を予算の範囲内で交付することについて、

四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金の交付に関する規則 (令和８年四日市市

規則第４６号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。  

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付対象となる者は、申請日において指定等を受け四日市市内に所在

する事業所等を有し、次の各号のいずれかのサービスを行う事業所又は施設を運営し

ている事業者とする。ただし、休業中の事業所又は施設若しくは医療機関のみなし指

定事業所を除く。 

(1) 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問  

看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具 

販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援、通所介  

護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規 

模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）、短期入所生 

活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

(2) 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定する介護老人福祉施設、介護老人保  

健施設 

(3) 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホー 

ム（Ｂ型を除く） 

２ 前項の規定に関わらず、障害福祉サービスを行う介護サービス事業所であって、障

害福祉サービス等事業者に対する物価高騰対策支援金の交付を受ける場合は、本事業

の対象としない。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


（交付対象経費及び交付の額） 

第３条 交付対象経費は、交付対象者における令和７年４月１日から令和７年 12 月 31

日までの食材費・電気代・ガス代・ガソリン代（消費税及び地方消費税を除く）相当

分とし、交付額については、別表１に定めるとおりとする。 

（交付申請） 

第４条 規則第４条に定める物価高騰対策緊急支援金交付申請書は、第１号様式のとお

りとし、請求書は第２号様式のとおりとする。 

（申請受付期間） 

第５条 申請受付期間は、令和８年５月１１日から令和８年８月３１日までとする。 

（交付決定及び交付金額の確定） 

第６条 規則第５条に定める交付決定兼額の確定通知書は、第３号様式のとおりとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

（有効期限） 

２ この要綱は、令和８年１１月３０日限り、その効力を失う。 



別表１ 

 

物価高騰支援金（介護保険サービス事業所等）基準単価 

対
象
事
業
所
・
施
設
別
の
交
付
基
準
額
（
電
気
代
） 

１ 訪問介護事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

２ 訪問入浴介護事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

３ 訪問看護事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

４ 訪問リハビリテーション事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

５ 居宅療養管理指導事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

６ 福祉用具貸与事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

７ 特定福祉用具販売事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

９ 居宅介護支援事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

10 介護予防支援事業所 1,625 円/月/１事業所あたり 

11 通所介護事業所 135 円/月/定員１人あたり 

12 通所リハビリテーション事業所 135 円/月/定員１人あたり 

13 地域密着型通所介護事業所 135 円/月/定員１人あたり 

14 認知症対応型通所介護事業所 135 円/月/定員１人あたり 

15 小規模多機能型居宅介護事業所 135 円/月/定員１人あたり 

16 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護）事業所 

135 円/月/定員１人あたり 

17 短期入所生活介護事業所 225 円/月/定員１人あたり 

18 短期入所療養介護事業所 225 円/月/定員１人あたり 

19 特定施設入居者生活介護事業所（養護老人ホー

ム・軽費老人ホームを除く） 

225 円/月/定員１人あたり 

20 認知症対応型共同生活介護事業所 225 円/月/定員１人あたり 

21 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業所 

225 円/月/定員１人あたり 

22 介護老人福祉施設 225 円/月/定員１人あたり 

23 介護老人保健施設 225 円/月/定員１人あたり 

24 養護老人ホーム 225 円/月/定員１人あたり 

25 軽費老人ホーム 225 円/月/定員１人あたり 



対
象
事
業
所
・
施
設
別
の
交
付
基
準
額
（
ガ
ス
代
） 

１ 訪問介護事業所 300 円/月/１事業所あたり 

２ 訪問入浴介護事業所 300 円/月/１事業所あたり 

３ 訪問看護事業所 300 円/月/１事業所あたり 

４ 訪問リハビリテーション事業所 300 円/月/１事業所あたり 

５ 居宅療養管理指導事業所 300 円/月/１事業所あたり 

６ 福祉用具貸与事業所 300 円/月/１事業所あたり 

７ 特定福祉用具販売事業所 300 円/月/１事業所あたり 

８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 300 円/月/１事業所あたり 

９ 居宅介護支援事業所 300 円/月/１事業所あたり 

10 介護予防支援事業所 300 円/月/１事業所あたり 

11 通所介護事業所 27 円/月/定員１人あたり 

12 通所リハビリテーション事業所 27 円/月/定員１人あたり 

13 地域密着型通所介護事業所 27 円/月/定員１人あたり 

14 認知症対応型通所介護事業所 27 円/月/定員１人あたり 

15 小規模多機能型居宅介護事業所 27 円/月/定員１人あたり 

16 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護）事業所 

27 円/月/定員１人あたり 

17 短期入所生活介護事業所 38.5 円/月/定員１人あたり 

18 短期入所療養介護事業所 38.5 円/月/定員１人あたり 

19 特定施設入居者生活介護事業所（養護老人ホー

ム・軽費老人ホームを除く） 

38.5 円/月/定員１人あたり 

20 認知症対応型共同生活介護事業所 38.5 円/月/定員１人あたり 

21 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業所 

38.5 円/月/定員１人あたり 

22 介護老人福祉施設 38.5 円/月/定員１人あたり 

23 介護老人保健施設 38.5 円/月/定員１人あたり 

24 養護老人ホーム 38.5 円/月/定員１人あたり 

25 軽費老人ホーム 38.5 円/月/定員１人あたり 

 

 

 



対
象
事
業
所
・
施
設
別
の
交
付
基
準
額
（
食
材
費
） 

１ 通所介護事業所 965 円/月/定員１人あたり 

２ 通所リハビリテーション事業所 965 円/月/定員１人あたり 

３ 地域密着型通所介護事業所 965 円/月/定員１人あたり 

４ 認知症対応型通所介護事業所 965 円/月/定員１人あたり 

５ 小規模多機能型居宅介護事業所 965 円/月/定員１人あたり 

６ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護）事業所 

965 円/月/定員１人あたり 

７ 短期入所生活介護事業所 2,895 円/月/定員１人あたり 

８ 短期入所療養介護事業所 2,895 円/月/定員１人あたり 

９ 特定施設入居者生活介護事業所（養護老人ホー

ム・軽費老人ホームを除く） 

2,895 円/月/定員１人あたり 

10 認知症対応型共同生活介護事業所 2,895 円/月/定員１人あたり 

11 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業所 

2,895 円/月/定員１人あたり 

12 介護老人福祉施設 2,895 円/月/定員１人あたり 

13 介護老人保健施設 2,895 円/月/定員１人あたり 

14 養護老人ホーム 2,895 円/月/定員１人あたり 

15 軽費老人ホーム 2,895 円/月/定員１人あたり 

対
象
事
業
所
・
施
設
別
の
交
付
基
準
額
（
ガ
ソ
リ
ン
代
） 

１ 訪問介護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

２ 訪問入浴介護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

３ 訪問看護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

４ 訪問リハビリテーション事業所 165 円/月/車両１台あたり 

５ 居宅療養管理指導事業所 165 円/月/車両１台あたり 

６ 福祉用具貸与事業所 165 円/月/車両１台あたり 

７ 特定福祉用具販売事業所 165 円/月/車両１台あたり 

８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

９ 居宅介護支援事業所 165 円/月/車両１台あたり 

10 介護予防支援事業所 165 円/月/車両１台あたり 

11 通所介護事業所 415 円/月/車両１台あたり 

12 通所リハビリテーション事業所 415 円/月/車両１台あたり 

13 地域密着型通所介護事業所 415 円/月/車両１台あたり 



14 認知症対応型通所介護事業所 415 円/月/車両１台あたり 

15 小規模多機能型居宅介護事業所 415 円/月/車両１台あたり 

16 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護）事業所 

415 円/月/車両１台あたり 

17 短期入所生活介護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

18 短期入所療養介護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

19 特定施設入居者生活介護事業所（養護老人ホー

ム・軽費老人ホームを除く） 

165 円/月/車両１台あたり 

20 認知症対応型共同生活介護事業所 165 円/月/車両１台あたり 

21 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

事業所 

165 円/月/車両１台あたり 

22 介護老人福祉施設 165 円/月/車両１台あたり 

23 介護老人保健施設 165 円/月/車両１台あたり 

24 養護老人ホーム 165 円/月/車両１台あたり 

25 軽費老人ホーム 165 円/月/車両１台あたり 

申
請
対
象
と
な
る
車
両 

・補助申請を行う事業所・施設が所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している

車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用

している車両 

①利用者の送迎 

②介護職員等による利用者の居宅への訪問 

③利用者の医療機関への通院等 

・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業所・施設において共用している車両については、

最も使用時間が長い事業所・施設において申請を行うこと。 

対
象
事
業
所
・
施
設
別
の
交
付
基
準
額
（
ガ
ソ
リ
ン
代
） 



交
付
額
・
申
請
条
件
等 

・支援金の交付対象となるのは、第３条で定める交付対象経費について、三重県が実施する

「介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金」の交付を受けた事業所・

施設に限る。 

・１事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。 

・１事業所・施設につき交付額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

・令和７年４月から１２月までの期間については、実際にサービス提供を行った月について

のみ、交付することができる。 

・ガスを使用していない事業所・施設については、ガス代に係る支援金は交付しない。 

・各介護予防サービス（介護予防支援事業所を除く）及び介護予防・日常生活支援総合事業

を実施する事業所は除く。 

・事業所・施設の定員については令和７年４月１日時点のものとする。ただし、令和７年４

月２日以降に指定を受けた事業所・施設については、指定日のものとする。 

・事業所又は施設が所有する車両の台数については、令和７年４月１日時点のものとする。

ただし、令和７年４月２日以降に指定を受けた事業所又は施設については、指定日のもの

とする。 

・空床型の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の定員は除く。 

・介護老人保健施設の通所リハビリテーション事業所は、本事業の対象とする。 

・福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の指定を受け、一体的に運営している場合は、福祉用

具貸与のみ対象とする。 

留
意
事
項 

・申請のあった車両について、所有状況等に疑義が生じた場合は、申請者に対し所有状況等

が確認できる書類の提出を求めることができる。この確認できる書類の提出を求められた

申請者は、指定された期日までに、求められた書類を提出しなければならない。 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金（介護保険サービス事業所等）交付申請書 

 

   年  月  日 

四日市市長 あて 

 

物価高騰対策緊急支援金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請しま

す。下記に記載した事項については、事実と相違ありません。 

また、申請にあたり、三重県の「介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援

補助金」の申請内容に誤り等があり、不当に受け取った補助金を返還する事態が生じた場

合には、その旨の連絡を行い、本支援金も速やかに返還することを誓約します。 

申
請
者 

（フリガナ）  

名 称  

所在地 〒 

 

代 表 者 の

職・氏名 

（職名） （氏名） 

 

 

申請金額                         円 

 

担
当
者 

（フリガナ）  

氏名  

電話番号  

メールアドレス  

添付書類  

・四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金（介護保険サービス事業所等）支援金額算定書  

・三重県介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金の交付決定兼交付確定額

通知書の写し  

・三重県介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金交付申請書提出書類（様

式１～６）の写し  



第２号様式（第４条関係） 

 

 

請  求  書 

 

 

金           円 

 

 

  四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金（介護保険サービス事業所等）  

として、上記金額を請求します。 

 

   年   月   日 

 

               所在地 

               名 称 

               代表者                 印 
（自署の場合は不要） 

 

四日市市長 あて 

 

振込口座情報  

金融機関名   

金融機関コード   

支店名   

支店コード   

種別   

口座番号   

口座名義人   

口座名義人（カナ）  

 

注）通帳の写し（口座番号及び名義人の分かる頁）を添付すること 



第３号様式（第６条関係） 

四日市市   第   号 

 

                  所在地 

                  名 称 

                  代表者 

 

 

四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金交付決定兼額の確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった、四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支

援金（介護保険サービス事業所等）については、四日市市令和７年度物価高騰対策緊急

支援金の交付に関する規則（令和８年四日市市規則第４６号）第５条の規定により、下

記のとおり交付決定するとともに交付額を確定しましたので通知します。 

 

   年   月   日 

 

                        四日市市長 

 

記 

 

１ 支援金の名称  四日市市令和７年度物価高騰対策緊急支援金 

（介護保険サービス事業所等） 

 

２ 交付決定兼交付確定額       金         円 

 

 

 


